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教 育 委 員 会 臨 時 会 

 

   日 時：平成２７年５月１日（金）午後１時３０分～午後２時４１分 

場 所：教育センター２階 ２０４会議室 

 

出席者：教育長 髙橋 正  教育委員 早藤義則、石五紘一、小松泰子、貴田太史 

 

事務局及び説明者：柏木部長、青木課長、大滝課長、鈴木副課長、力石係長、川口課付 

 

議事録署名委員：石五紘一、小松泰子 

 

※傍聴人希望なし 

 

髙橋教育長 皆さん、こんにちは。だいぶ天気が続いて、爽やかでございますが、今日は

朝、例の凶悪事件の余波で、まだ学校の見回りをしておりましたが、だいぶ子どもた

ちも、１人ではなくて、グループで登校しているというような状況が見られました。

先生方も出て、見回っているわけでございますが、町の方でも、防犯協会にご協力い

ただいて、回っておられました。それから消防、そして交通安全母の会にも、今日か

ら街頭に立って、見守っていただいている状況になっております。また、警察の方も

引き続き、来週までは、当面は対応するということでございますので、学校も同様な

対応をしたいと考えております。来週以降も、事件の解決がまだ見えてきませんので、

対応していかなければいけないと思っております。また、本日、石五委員にもご参加

いただきましたが、９時半から恒例の、千歳川におきまして、稚鮎の放流大会を３校

で実施いたしました。そのときも、警察が１１人位来ていただいて、湯河原小学校の

歩いてくるところを見守っていただいたり、また、会場のまわりを囲むような形で見

守っていただいております。ですから、今年はかなり物々しく開催されたというよう

な状況でした。そんな状況をご報告させていただきます。前後いたしますが、連休中

の大変お忙しい時期にお集まりいただきまして、ありがとうございます。本日はご案

内のとおり、教科書改訂にかかる協議を行うものでございますので、よろしくお願い

いたします。案件等ございますので、慎重なご審議をよろしくどうぞお願いいたしま

す。それでは、案件に入らせていただく前に、本日の議事録署名人の指名をさせてい
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ただきいと思います。記載のとおり、石五委員と小松委員にお願いいたします。よろ

しくお願いいたします。それでは、案件に移らせていただきます。 

 

（１）報告事項 

  ① 「児童・生徒が安全・安心に生活するための申し合わせ事項」について 

髙橋教育長 （１）報告事項①「児童・生徒が安全・安心に生活するための申し合わせ事

項」について、事務局の説明を求めます。 

柏木部長 「児童・生徒が安全・安心に生活するための申し合わせ事項」について、資料

１をお願いいたします。 

（資料に基づき、「児童・生徒が安全・安心に生活するための申し合わせ事項」について

説明） 

髙橋教育長 これにつきましては、教育長会議の関係でございますので、補足させていた

だきますと、４月１７日の県市町教育長会議で、神奈川県の桐谷教育長からご提案が

あったものでございます。先ほども説明がありましたように、川崎市の問題が起きた

ことが大きな要因です。当日、川崎市の教育長さんもお見えになっておりましたが、

この時点では、警察や関係機関との連携が不十分であったようです。協定を今年度中

には結ぶようですけれども、一番大きな部分としては、関係機関との連絡調整がなか

なか進んでいなかったということです。ただ、当町においては、すでに平成２４年に

締結をして、警察などとも情報交換をしておりますので、特段新たなものではござい

ませんが、あのような事件もありましたので、なかなか教育委員会だけでは解決でき

ないような事例だったものですから、今後も連携を深めていこうということで、再確

認をしたものでございます。これにつきまして、何かご意見、ご質問等はございます

でしょうか。 

早藤委員 昨日、校長会でこれを説明したということですけれども、この４つの項目すべ

てではなくても、いくつかについて、校長会の方としての具体的な方策、こういうよ

うなものは提案するなり、協議していくというものはあったんでしょうか。 

柏木部長 そういうようなことは、具体的にはありませんけれども、こちらの４点につき

ましては、特にいじめ問題等の対策の中においても、確認しておるとことでもござい

ますし、２点目の欠席児童の把握については、先般も県の方から照会をもらいまして、

各学校を通じて回答したんですが、そういった把握されている児童はいないというこ

とで、回答しているところでございます。特別、それに何かをということはございま
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せんでした。 

髙橋教育長 他にいかがでしょうか。 

石五委員 いまの話ですが、関係機関に周知するということなんだけれども、どんな形で

周知をするんですか。 

柏木部長 いじめの関係で、既に対策協議会を条例でつくりました。そちらの連携を図っ

ていくということでございますので、そういうところを通じて、連携していくという

考えでおります。 

髙橋教育長 周知はどのようにですか。 

青木課長 特にＰＴＡ総会等は、今月１５日に開かれます。その際に、このペーパーをお

配りさせていただいて、その中で、より連携を高めていこうということのお願いをし

たいと考えております。また、関係機関等につきましては、諸々、青尐年相談室もあ

りますけれども、青尐年関係の団体の子ども会、青尐年指導委員会等、そういった地

域の団体にも声かけをして、より見守り活動、安全・安心な活動ができるようなこと

をお願いしたいなと考えております。 

石五委員 それはわかるんですけどね、川崎市の例の一件で、あのときもいろいろ問題に

なったけど、いわゆる地域、地域に住んでいる人たち、その人たちが何とかできなか

ったのか。子どもたちがあちこちたむろしていて、昔から川崎はやっていたというよ

うな報道がされていて、いま言ったＰＴＡとか青尐年相談員とか、そういうのは教育

委員会の組織の中にあっていいんだけど、一般的な地域の人たち、この人たちが無関

心だと何もならないし、いじめの問題もあったんだけど、これを投げかけないと、み

んな「ああいうの、あったんだよな」と、いうことになっちゃうんだよ。その辺をど

うするかと。 

髙橋教育長 区長連絡協議会とかですか。 

石五委員 区長を通じて、地域のみんなに知らせるとか、どんな方法をとるのか。 

青木課長 いま石五委員がおっしゃられるように、昨今の凶悪事件以来、かなり地域での

子どもに対する見守り活動などの意識が高くなっているなという感じがしておりま

す。その気運をさらに高めるには、こういった申し合わせ事項を広くお示しすること

で、より、この事件の解決という部分ではなく、地域として、子どもたちを見守って

いくという意識が、さらに高めていただければなと考えております。ですので、場面、

場面、区長会等もありますけれども、諸々の町関係団体等にリンクできる部分があれ

ば、引き続きお願いしていくというふうに考えております。 
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石五委員 我々、いろいろな地域で活動している人間に言わせると、回覧で流れてくると。

回覧で流れてくるのはいいけど、これをもし流すとしても、何だかよくわからない。

たとえば表にもう１枚、たとえば湯河原のいじめの問題も、川崎の問題も、今度の事

件の問題も含めて、いろいろなことがあるから、よろしく頼むというようなことでや

っていかないと、この文章だけだと、よくわからないなという話になりかねない。回

覧で流したって、例えば、うちの門川の問題にしても、亓十何組かに配っているけど

も、大概素通りで、そのまま行っちゃう。そこのところを浸透させないと、また同じ

ようなことが出てきちゃうといけないので、その辺はよろしくお願いしたいと思いま

す。 

青木課長 併せて、いい広報ができるように、準備もしていきたいと思います。 

髙橋教育長 他にございますか。 

小松委員 川崎の事件を見ていると、子どもたちの間では、その子が危険な状態だという

ことをすごく把握していて、それが大人に伝わっていなかったという現状があって、

結果、あんな悲しい事件になってしまったんですけれども、いじめの第三者委員会の

委員長の先生がおっしゃっていたんですが、生徒と教師が仲良くなって、何でも話せ

るような関係をつくることで、未然に防ぐことができるというようなことをおっしゃ

っていたので、子どもが持っている情報を気軽に話せるような、親子ももちろんそう

ですけれども、そういう関係づくりをしていくことが大切なんじゃないかなと思って

います。 

柏木部長 その辺も、いじめ防止基本方針の中でも、何でも話せるような環境、また、先

生と保護者との関係というのをうたってあります。その辺を実践していくしかないの

かなということで考えております。 

髙橋教育長 最近は、ＬＩＮＥが媒体になっておりますね。そうすると、なかなか先生が

入り込めない。子どもとのＬＩＮＥは禁止になっておりますので。ましてや、今回は

母親自体もわからなかったというようなことですよね。ここがちょっとネックです。 

青木課長 開かれたというわけではないんですけれども、町で実施している学童保育とか

学び教室、どちらかと言うと、より身近な、保護者とか距離感の近い中で、学校では

わかりにくい、言いにくいことを子どもたちに口にしてくれたりするということを聞

いているので、捌け口ではないんですけれども、子どもたちが尐し愚痴でもいいから

物を言える、そういった関係が子どもたちのより近くにあればいいなと思いますので、

その辺り、自分も尐し前まで学童保育を担当しておりましたので、そういった声を聞
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くと、そういった声を先生にお伝えすることができるなとも思いますので、より話し

やすい、風通しのいい関係になれればいいなと思っております。 

髙橋教育長 他にいかがでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 ないようでしたら、次の協議事項に移らせていただきます。 

 

（２）協議事項 

  ① 平成２８年度使用中学校教科用図書の採択方針等について 

髙橋教育長 （２）協議事項①平成２８年度使用中学校教科用図書の採択方針等について、

事務局から説明を求めます。 

力石係長 それでは、平成２８年度使用中学校教科用図書の採択方針等につきまして、ご

説明させていただきます。 

（資料に基づき、教科用図書採択方針（案）について説明） 

  ・平成２８年度使用教科用図書の採択について 

  ・教科用図書採択基準 

  ・採択までの日程（案） 

髙橋教育長 ただいま事務局から説明がございました。皆様の方から、ご質問、ご意見等

はございますでしょうか。 

早藤委員 採択までの日程の中で、教科書展示会が６月１９日から７月５日までとなって

います。その後の下郡の採択検討会が７月１７日ということで、展示会のあと１２日

ほどありますけれども、展示会の後は、そこで教科書を見る機会というのは失われる

んでしょうか。 

力石係長 その辺につきましては、また柔軟に対応をさせていただきますので、事前にお

声かけいただければ、助かります。 

髙橋教育長 これ、町民向けってことでしょう？ 

力石係長 まず教科書展示会の期間の設定でございますが、神奈川県が６月１９日から２

週間ということで、各市町村におきましても、それに準じた、市町村によって、多尐

のずれというのは構わないところなんですが、この期間にするということで、これに

合わせて、期間を設定させていただいているところでございます。 

髙橋教育長 それ以後についても、委員さんが見たいというときは、大丈夫なんでしょう？ 

力石係長 それにつきましては、柔軟に対応させていただきます。 
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石五委員 今までと方法が変わったと聞きましたけど、２２日に概ね決まるわけですよね。

この時間もあるんですが、これは９時から５時まで、こんな長い時間やるんですか。 

力石係長 今回、方式が初めて変わるということで、事務局は現在、真鶴の方でまとめて

いただいているところなんですが、恐らくかなり時間がかかってしまうことも想定で

きるということでございまして、１日の日程プラス、万が一ということもございます

ので、次の２３日の午前中を予備日として、ご提示をいただいているところでござい

ます。 

石五委員 今の説明の中で、方法が変わったから、各町で意見を統一する必要がないとい

うことなんですけれども、それでいいわけですか。 

髙橋教育長 その辺もお諮りする内容と考えておりました。そういう機会についても、併

せてご審議いただきたい。 

石五委員 今日検討するということですね。 

髙橋教育長 採択方針と日程についてもお願いします。 

石五委員 教育委員１５人いて１５人が勝手に入れればいいんだけども、それはそれで楽

なんだけど、湯河原町は湯河原町である程度考えを持っていかないと、しょうがない

んじゃないんですか。湯河原町でまとめるときだって、みんなバラバラなんだけども、

それをある程度、意思統一して持って行っている、今までは、３町それぞれで。これ

を１５人がみんなやったら、それこそ本当に、９時から５時までやっても話はまとま

らないだろうし。その辺は町の方の考えとしてはどうなんですか。 

髙橋教育長 それについても皆さんでご審議いただきたいということです。 

早藤委員 たまたま、この教科書採択について、委員さんの中に初めての人もいますし、

やはり教科書採択はどういうところの視点をきちんと見なきゃいけないのか、あるい

はどういう手順を踏んでいくのかということも含めて、やはり私たちも、何回かやっ

ているにしても、内容について、あるいはその時代時代の、社会的な状況も違うので、

そういう面で、いま石五委員が言われたように、湯河原としての見方というものは、

やはり、同じ視点を持てるという機会が必要じゃないかと思うんです。ですから、た

だ単に個人、一人ひとりの委員さんが教科書の調査研究をして、それを全体の中で発

表してということよりも、やはりこの教科書採択の１つのベースの中にある、「地域の

特性を踏まえた教科書を選択する」というのがありますから、やはりそこは湯河原と

してはどうなのかということも検討できるので、そこはやはり湯河原町としての共通

認識、意見の統一ということではなく、共通認識を持つという意味では必要じゃない
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かなと思います。 

髙橋教育長 そうすると、例年のように意見交換をするということですね。 

早藤委員 質問とか意見を、まず１回ここの中でしっかり練って、それでそれぞれの意見

をまとめてもらうという形の方がいいんじゃないのかなというふうに思います。 

髙橋教育長 その辺は、今回変わった内容なものですから、ご審議していただこうと思っ

ておりました。皆さん、その点につきまして、いかがでしょうか。 

貴田委員 私も今回初めてということで、先ほど早藤委員が言われたように、湯河原とし

てどのような視点を持って、その教科書採択に進んでいったらいいかということは、

やはりわかりませんので、可能であれば、ここでいろいろご教示いただけたらなと思

っております。 

髙橋教育長 小松委員、いかがですか。 

小松委員 自分の視点で確固たる自信が持てないので、皆さんの意見を伺う機会は貴重だ

と思います。 

髙橋教育長 石五委員はいかがでしょうか。 

石五委員 私はさっき言ったとおり、意見の統一をする必要はないだろうけども、湯河原

町としてどうするのか。話が変わりますが、このまま行ったらば、別に３町でやる必

要はなくなっちゃって、今回は３町でという話だけど、次からは町単独の方がいいな

という気がします。１５人集まってやる必要があるの、バラバラな意見を言うならば。 

髙橋教育長 わかりました。そうしますと、皆さん１回は意見を持ち寄って、その中で、

また調整を図っていくという方法でよろしいでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 では、そういうことでよろしくお願いいたします。これ、真鶴もこういう形

で省いてあるんですか。 

力石係長 そうですね。真鶴町から、事務局から原案をいただいたものを、そのまま今日

はお示しさせていただいております。 

髙橋教育長 それでは、再度お伺いします、協議第２号につきましては、よろしいでしょ

うか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、案がとれて、日程の中の「第２回足柄下採択検討会」と「足柄下

採択地区協議会」の間に、意見交換を行います。それは秘密会ですね。 

早藤委員 いままではそうしています。 
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髙橋教育長 では、そういうことで、ありがとうございました。 

 

  ② 平成２７年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について 

髙橋教育長 続きまして、②平成２７年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業

について、事務局から説明を求めます。 

鈴木副課長 それではお手元の資料、協議第３号をご覧いただきたいと思います。 

（資料に基づき、平成２７年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について

説明） 

・参加児童募集要項（案） 

   日程、募集人数、交流内容、応募資格、参加費用、申込期間、申込方法等 

髙橋教育長 事務局から説明がございました。この件に関しては、まだ不確定要素があり

ますけれども、４０周年記念ということで、式典の開催が予定されているそうです。

教育委員お一人と教育長が出席予定ということになっておりますので、委員の皆さん

の中から、お一人をご推薦いただければと思います。この件につきまして、ご意見等

はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 ないようでしたら、私の考え方でよろしいでしょうか。やはり、子どもの関

係、特にジュニア・リーダーズ・クラブが参加されます。それから、子ども会育成団

体連絡協議会にもご協力をいただいておりますので、関わりの深い貴田委員に行って

いただくのがよろしいかと思っておりますが、皆さん、いかがでしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、貴田委員、よろしくお願いします。ただ、８月７日になるか８日

になるのか、まだ未確定なものもあります。７日になりますと、二泊三日になってし

まいますけれども、今回４０周年記念というのがあって、式典に参加の可能性がある

ので、よろしくお願いします。いつわかるんでしょうか。 

大滝課長 情報が入り次第、逐一ご報告させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

早藤委員 この募集、４０人に対して、三原に行く時は、たぶん応募者が毎年多くなって、

去年、あるいは来年のことになる受け入れのときは、それに対応してくれる子どもの

数がなかなか集まらないというのが、毎回、毎回、繰り返されているわけですけど、

今年は募集要項を出しているので仕方ないことですけど、尐し募集方法を変えて、例
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えば、５年生で受け入れをして、６年生が行く、これ５、６年生だけど。要するに、

６年生が行くので、５年生のときに受け入れをしたら、確実に行けるっていう、そう

いうシステムをつくらないと、いつでも、行ったのに、行くだけ行って、いざという

ときには、スポ尐が忙しいから何もできないとか、行くときだけの話になっちゃって、

そういうのがあるから、やはり基本的なものを変えれば、かなりクリアにできるんじ

ゃないかと思うんですね。それは今年のはもう広報されてますけど、今後そういう形

というのはできないんでしょうか。 

青木課長 今お話がありましたように、昨年もかなり、実際のお迎えの段になって、児童

を集めるのに時間がかかってしまったというのがあります。その際に、やはり参加し

ていただいた５年生に周知したのは、来年度に三原に行くのには、優先的に認めます

よという形で、各学校の方からも募集をかけていただいた経過がありますので、今年

度におきましては、昨年参加いただいた５年生、現６年生については、希望があれば、

抽選云々なしに、優先的に参加していただくというような流れになるのかなというこ

とで、学校の方にもそのような話をしております。また、５年生についても、要綱案

の７の（６）の部分で、基本的に、５年生で三原に参加した場合について、来年度迎

え入れをしてくださいよということで、今回、折り込ませていただいておりますので、

当然行ったからには、迎え入れもしてくださいねという流れになるのかなというふう

に考えております。 

早藤委員 それは毎年のことで、青木課長は去年の大変さを身を持ってわかったと思いま

すけど、鈴木副課長はその前のこともわかっているかと思いますけど。毎回あること

なので、これは本当に、確かに東台の場合は人数が尐ないから、５・６年生を、とい

う言い方になるかも知れないけれども、各学年がだいたい２００人近くいる中ですか

ら、６年生になったら行くんだけど、５年生のときに受け入れをして、それで６年生

で行くんだというような、もう固定していった方が、要するに、今年はそういう形が

できて、一歩手前の段階で、事前の告知ができたというふうに考えれば、来年はその

受け入れをすることになるので、それはもう行った人はもちろんだけれども、その５

年生中心に受け入れをする。それで、６年生の受け入れは希望者であるという形をつ

くって、もうはっきりと、基本的に受け入れをした人が行くんだというようなものを

やっていくのを、いまから準備していかないと、応募資格の（６）に書いてあります

からって言っても、いままでも守らない人は、いくら書いても守らないので、そのペ

ナルティーがないわけです。保護者のあるところから聞いた話では、ただで行けるん
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だから、修学旅行よりも安く、一泊二日で遊びに行けるんだから行くんだっていう声

があるわけです。そういうのを聞いているわけです。だから、別に受け入れのときに

は、断ればいいんだよというようなことを言っている保護者もいるようなとこですか

ら、これは主催者側ははっきりしたことをやっていかないと、いけないんじゃないか

なと思うんです。 

石五委員 私もそう思います。毎回そうです。 

髙橋教育長 そうすると、今回６年生を行かせようとのお考えですか？ 

早藤委員 いや、今回はもう広報を出しちゃってるから、今回はもういいんです。もう、

今日の広報に募集要項が出ていますよね。 

髙橋教育長 優先的に６年生を行かせれば、来年は５年生でといこうとですか。 

青木課長 昨年、ご協力いただいた５年生、新６年生がもう２７名いらっしゃるというの

で、当然その方たちは優先的に案内をさせてもらっているんですよね。 

鈴木副課長 残りの１３人を抽選という形です。 

青木課長 そうすると、逆にもう６年生の枠ってないですよね。 

早藤委員 今年は、もう広報しちゃっているし、今年の手法は考えればできることなんだ

けど、来年以降はそういう煩わしいことをしないで、はっきりしていった方がいいん

じゃないかということなんです。 

髙橋教育長 そうすると、来年は５年生のみということですか。 

早藤委員 受け入れをね。いや、５年生のみじゃなくて、６年生でもいいんだけども。６

年生は中学に行っちゃうから。 

青木課長 イメージで言うと、募集対象を５年生に絞っちゃってもいいのかなと。迎え入

れをした子が行くんだよということであれば、基本的に、翌年行くのは、迎え入れを

した子に行ってもらって、今度実際に三原に行く５年生、今度迎え入れに回る５年生

が、また募集するという考え方であれば、６年生を対象に募集する必要はないのかな

と。５年生は５年生で。 

早藤委員 いまどっちの話ですか。行く方ですか、来る方ですか。 

青木課長 まず基本的に、迎え入れる方の５年生はエントリーしてもらう。そうすれば当

然、行くときになれば６年生になっていますから、今度行く５年生を募集することに

よって、その逆の、行った５年生は、今度当然迎え入れることになる。なので、今年

６年生を見ると、去年そういった条件で、２７人が実際に去年お手伝いいただいた子

がいるので、そうすると残り１３人、今回は５、６年生とアナウンスしてしまってい
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るので、両方見るような形になっちゃうかも知れないですけれど、実際は５年生を対

象に募集するというふうにすれば、行くときも迎えるときもという考えであれば、当

然、行った５年生は、翌年迎え入れをしてもらうんだよというのを第一条件にしてい

ば。 

髙橋教育長 そこが守られないということですよね。 

青木課長 そこは守ってもらうしかないのかなと。 

早藤委員 だから、それは同じですよ。全く同じですよ。 

青木課長 ただ、実際、現実的に、そういうお願いをしても、急なご家庭の事情等で受け

入れられないと言われてしまうと、何かペナルティーというのを科しようがないので。 

早藤委員 抽選漏れしていけなかった親から別に聞いたところでは、例えば往復の旅費だ

けでも返させろと、ルールが守れないんだったら。やって当たり前じゃないかと、そ

れは社会の中では。要するに、このルールがその条件ですよと言っている、その条件

が守れないんだったら、その経費として、１人分の経費を返還するのは当然じゃない

かという意見を言う人もいるわけです。でも、役所としては、それをどこの収入にす

るとかもあるだろうから、難しいだろうけれども、だから、そういうことがないよう

にするには、もう受け入れは５年生で、行くのは６年生だということにすれば、それ

でいいんだと思うんです。ただ、行く条件としては、５年生のときに受け入れている

と、それをするのは、ここは来年の受け入れからをそうしていけば、できるわけです。

今年のことを言っているんじゃないんです。 

髙橋教育長 先ほど私が言ったように、来年は５年生を中心にということですね。 

早藤委員 ５年生中心じゃなくて、５年生のみにしていかないと、基本は。それ以上の分

には、別にいいんですよ。 

髙橋教育長 ６年生でも、翌年はなくなりますので。 

早藤委員 ６年生は、受け入れたとしても、もう次は行けないんだから。 

髙橋教育長 それは構わないですよね。 

早藤委員 もちろん、そうだと思いますよ。 

髙橋教育長 ただ、いまなかなか集まらないんでしょうか？ 

青木課長 そうですね。 

髙橋教育長 いずれにしても、来年度は基本的に、２カ年という考え方で、来年、再来年

という形でセットでということですね。 

小松委員 そういうふうにしてしまうと、該当しない学年が出ますよね。 
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早藤委員 ここでやれば、全部該当するんですよ。 

小松委員 ５年生抜きで受け入れて、６年生で行くというと、その子たちは、５年、６年

で両方経験する。その１つ下の学年は。 

早藤委員 できるじゃないですか、受け入れから。毎年、５年生で受け入れるんです。 

小松委員 でも、１年おきに行ったり来たりなので。 

髙橋教育長 そうですね。そうすると、４年生は６年生になります。 

青木課長 交流はできないですよね。 

早藤委員 ああ、そうか。 

石五委員 じゃあ、行ったら受け入れなきゃいけないという条件で。 

青木課長 それはもう、ずっと前からお願いしているところです。 

石五委員 お願いしていても、早藤委員が言われたように、だめじゃないですか。毎年だ

めですよ。 

青木課長 ペナルティーという話にまでなってしまうと、そこまで。何をもってペナルテ

ィーかとなると、そのときの事情もあるかと思うので、いろいろな諸事情を鑑みると、

なかなか教育委員会側から、こういうのはだめだとかというのは。やはり募集の意義

を理解していただいて、交流ということであれば、やはり行った子は今度は迎え入れ

をしてあげる、逆に迎え入れした子は、今度行って、迎えてもらう、それが交流だと

思うので、そこの意識付けしかないのかなと。当然、参加していただける親の意識付

けも含めてなので、そのあたりをきちんと、募集の段階でよくお話をしないと、続か

ない事業になってしまうのかなと思います。 

早藤委員 言っていることはわかるし、性善説からすればそうですよ。でも、性善説で通

らないのが現在だし、それは十分にわかっていると思うし、それをどう対応するかで

ないと、平等性がなくなっちゃうんですね。もう本当にこれが理想だという形だけを

出せばいいということじゃないと思うんです。いかに平等に、みんなも同じように経

験できて、みんなも同じような思いができるかということだと思うんですよ。ずるい

人がいないようにしなきゃいけないというのが、本来じゃないかなと思うんです。現

実には、そのずるい人の話が、すごく広まっちゃっているのが現実なんです。役所は

こういうふうに言っていますよと言ったところで、そうじゃなかったら、そうじゃな

い人が何人も出ているんだったら、その対応をやはり考えなきゃいけないと思います。

ペナルティーというのが、役所のやることで難しいんだったら、何か別の方法をとる

しかないかも知れないけども。 
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髙橋教育長 なかなかペナルティーというのは、難しいと思いますね。契約ではないです

から、法律解釈をしていかなきゃいけないと思いますけど、私はできないのではない

かと思います。そこまで科せられないと思います。 

青木課長 難しいところが、誰々が行った、誰々が行かないと公表することもできない。

その辺で、行けない人はどうだよというのが可能であれば、尐し違った意味でもでき

ると思うんですけど、役所のやっている事業ですと、個人情報の絡みもあり、なかな

か行った、行かないの公表ができないですし、そのときの事情もあるので。ですから、

行ったら、迎え入れをしてくださいということを強く言って、申し込みを受けるとい

うことを、その親に意識付けをするしかないのかなと。現実的に、やはりこの事業に

参加してもらって、子どもたちが交流していただくことが狙いなので、やはり交流と

いう意味で考えれば、行ったら迎え入れる、逆に迎え入れたら、行くという単純なと

ころをもう尐し強調して、それは子どもではなく、親御さんの理解だと思いますので、

親御さんのご協力を得るという形での受付をしていってもらうしかないのかなとい

うことをまず念頭に置く、それしかないのかなと思います。ましてや、この事業的に、

各学校のご協力を得てやっている事業ですので、それをまた募集の段階から、担任の

先生からも、そういった狙いがあるということを、きちんと説明していただければな

と、そうするしかないのかなと思います。今のところ、方法とすると、ペナルティー

という方法をとるというのは、なかなか難しいのかなと思います。 

髙橋教育長 ４年生、５年生を来年募集する、そうすると、来年度は５・６年生ですから、

行ってもらう。翌年、また４年生、５年生ではどうでしょうか。 

青木課長 三原市は５・６年生を対象にやっている事業なんです。 

早藤委員 相手のことで考えちゃうからそうなんですよ。 

青木課長 恐らく、それで同じ学年をすり合わせるということで、去年向こうで会った５

年生が、今度湯河原で会いましょうというような流れをお互いにやりっこしているの

で、５年生が６年生になっても交流できるよというような交流の機会ということで。 

髙橋教育長 ５年生になっても、６年生になってもいいんですよ。受け入れ的には６年生

でもいいわけです。１回行った人ですね。 

青木課長 ２カ年で交流できるということが、ひとつあるので。 

早藤委員 いま教育長が言っている、４、５年生で受け入れをして、５、６年生で行くと

いうことだったら、どの学年も全部チャンスがあるから、そうすれば落ちがないです

よね。要するに、湯河原で受け入れした子は、全部行けるということになりますから、
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そうすればいいんですよ。５、６年生でなく４、５年生で考えればいいんですよ。 

髙橋教育長 ６年生でも当然、前年の交流をしたいというならば、受け入れ側に入ること

ができます。その辺は検討させてください。もう１回整理してください。 

青木課長 三原市とも協議させていただきます。 

髙橋教育長 もう１回検討させていただいてよろしいですか、今そういう案も出ましたけ

ども。そういうことで、協議第３号につきましては、貴田委員にご参加をお願いしま

す。 

 

※秘密会 

（３）議決事項 

  ① 平成２７年度補正予算（５月臨時会）について 

髙橋教育長 次に（３）議決事項①平成２７年度補正予算（５月臨時会）につきまして、

事務局の説明を求めます。 

柏木部長 議案第４号をお願いいたします。 

（資料に基づき、平成２７年度補正予算（５月臨時会）について説明） 

秘密会終了 

 

 （４）その他 

髙橋教育長 続きまして、（４）その他でございます。委員の方から何かございますでしょ

うか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 ないようでしたら、事務局から何かございますか。 

柏木部長 

・巡回等の体制について 

青木課長 

・中学校・小学校の登下校時の対応状況等について 

・総合教育会議の開催通知を委員に配布 

髙橋教育長 

・総合教育会議について 

川口課付 

・平成２７年度足柄下郡町教育委員会協議会総会の日程調整等について 
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髙橋教育長 他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、本日の臨時会を終了させていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

終了 午後２時４１分 


